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議会運営委員会記録 

 

招集年月日  令和 ５ 年 １１ 月 １７ 日 （金） 

招 集 場 所  日高市役所 第２委員会室 

開閉の日時  開 会  １１ 月 １７ 日   午前 ９ 時 ３０ 分 

  閉 会  １１ 月 １７ 日   午前 ９ 時 ３７ 分 

出 席 委 員 委 員 長 加 藤 大 輔 副委員長 山 田 一 繁 

 委  員 松 尾 万 葉 香 委  員 三 木 伸 也 

委  員 大 澤 博 行 委  員 森 崎 成 喜 

議  長 鈴 木 健 夫 副 議 長 和 田 貴 弘 

    

欠 席 委 員 なし    

     

 説明のため 

 出席した者 

 の職氏名 

なし    

    

    

    

書   記 事務局長 林   政  男 次  長 吉 田 聡 明 

 主  幹 金 子 砂 知 子 主  事 小 山 和 也 

 

 事 件 

 

・１２月定例会の会期及び議会の運営等について 

調 査 の 経 過 

（別 紙 の と お り） 
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調 査 の 経 過 

 

＜開 会＞ 午前９時３０分 

◦ 加藤委員長 ただいまの出席委員は、全員であります。これより議会運営委員会を開会

いたします。本日の日程については、１２月定例会の会期及び議会の運営等について

の調査であります。 

 

＜委員会付託及び即決について＞ 

◦ 加藤委員長 委員会付託及び即決について、 

総務福祉常任委員会  議案第４７号、第４８号、第５１号、第５２号、第５３号、

             第５７号、第５８号、第５９号、第６０号、第６１号、 

             第６２号、第６３号  

  文教経済常任委員会  議案第４７号、第４９号、第５０号、第５４号、第５５号、

               第６４号、第６５号  

議 会 運 営 委 員 会  議案第５６号                      

 即       決  議案第６６号、第６７号 

即決の議案第６６号及び第６７号までは、人事案件のため質疑日の即決とします。 

 

以上のとおりでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

◦ 加藤委員長 このとおり決定いたします。 

 

＜一般質問について＞ 

◦ 加藤委員長 一般質問について、 

 １番   ９番    １１番  １５番  ５番 

１２月 ７日（木）成田議員、加藤大議員、三木議員、山田議員、加藤将議員    

２番   １０番  ７番   １３番   

１２月 ８日（金）近藤議員、佐藤議員、松尾議員、田中議員 

         １４番  ４番 

１２月１１日（月）大澤議員、新井議員   

となりました。提出された通告について、内容を確認してください。質問順、内容は

このとおりでよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

◦ 加藤委員長 このとおり決定いたします。 

 

＜陳情について＞ 

◦ 加藤委員長 次に陳情についてです。  

陳情第５号 陳情書 

陳情第６号 子どもの居場所、及び遊ぶ権利の保障を求める陳情 
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これらの陳情については、先例により開会日に議場配布することといたしますので、 

ご承知おきください。 

 

＜会期及び会期日程について＞ 

◦ 加藤委員長 会期及び会期日程につきましては、別紙（案）のとおりとしたいと思いま

す。 

なお、総務福祉常任委員会を１２月１日（金）に、文教経済常任委員会に１２月４

日（月）に開催していただきたいと思います。なお、１２月１日（金）総務福祉常任

委員会の後１１時から議会運営委員会を開催します。 

   よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

◦ 加藤委員長 別紙（案）のとおり決定いたします。 

 

＜その他＞ 

◦ 加藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かございますか。 

   なければ私から、議員表彰について協議させていただきます。 

前回の議会運営委員会において、議員表彰の伝達については、議場で行うに決定し

ましたが、具体的な実施方法については後日協議することとしておりました。 

 近隣市の実施方法や効率的な観点を踏まえ本日皆様に具体的な実施方法(案)をお示

しさせていただきます。 

これまで通り、本会議の諸般の報告において、議員表彰を受賞した旨を報告のあと、

議長から表彰状の伝達を行います。具体的には、議長は議長席から、受賞者は自席か

らそれぞれ演壇に進んでいただき、議長が表彰状を読み上げ、受賞者へ伝達します。

なお、同じ議員が同時期に全国及び埼玉県の市議会議長会から表彰を受けている場合

は、１回の登壇で、全国及び県の表彰状の伝達を行います。 

 また、議長が受賞した場合は、進行を議長から副議長に代わり、副議長が表彰状を

読み上げ、議長へ伝達することとします。 

 写真撮影については、本会議以外の時間に議場にて受賞者のみを撮影することとし

ます。なお、議員表彰における議場での撮影は、議長が表彰状を伝達したことにより

許可したものとみなすことができることとします。 

以上、議員表彰の具体的な方法について提案させていただきました。このように実

施することでよろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

それでは、そのように実施したいします。 

この件については、この後の全員協議会で議員の同意を得たのち、先例集に掲載す

ることといたします。 

 

 

＜閉 会＞ 午前９時３７分 

◦ 加藤委員長 以上で本日の議会運営委員会を散会いたします。 ご苦労さまでした。 
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議会運営委員会 

 

委員長  加  藤  大  輔 

 


